
宇　治　市　議　会　だ　よ　り� 第９４号（５）２００４年（平成１６年）８月１３日発行

６�月�定� 会�例� 委員会の審査報告
６月定例会中の総務常任委員会、
市民環境常任委員会、建設水道常任
委員会、文教福祉常任委員会が審査
した内容について、その一部をお知
らせします。

【
審
査
項
目
】

●
議
会
議
案
第
一
号
　
宇
治
市
特

定
商
業
施
設
の
出
店
及
び
営
業
に

伴
う
調
整
に
関
す
る
条
例
を
制
定

す
る
に
つ
い
て

提
案
者
の
議
員
か
ら
次
の
と
お

り
説
明
が
行
わ
れ
た
。

長
引
く
不
況
や
大
型
店
の
進
出

に
よ
り
、
地
元
小
売
店
の
営
業
は

大
変
深
刻
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
大

型
店
出
店
の
際
、
地
元
の
商
業
者

と
調
整
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト

ア
等
の
深
夜
営
業
店
が
急
増
し
た

結
果
、
近
隣
住
民
か
ら
は
、
騒
音

や
迷
惑
駐
車
な
ど
の
苦
情
が
相
次

い
で
い
る
。
そ
こ
で
、
良
好
な
住

環
境
を
保
持
す
る
た
め
に
、
事
業

主
と
近
隣
住
民
と
の
間
の
調
整
が

必
要
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
こ
の
条
例
の
制
定
を

求
め
る
も
の
で
あ
る
。

事
業
主
は
市
へ
出
店
計
画
を
事

前
に
届
け
出
す
る
こ
と
が
義
務
付

け
ら
れ
、
近
隣
の
住
民
や
商
業
主

か
ら
協
定
の
締
結
を
求
め
ら
れ
た

場
合
、
締
結
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
ま
た
、
事
業
主
が
条
例

の
履
行
を
怠
っ
た
場
合
、
市
長
は

出
店
の
延
期
や
営
業
の
停
止
を
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

こ
れ
に
対
し
委
員
か
ら
、
開
発

指
導
要
綱
及
び
大
店
立
地
法
と
の

関
係
、
規
制
問
題
等
に
つ
い
て
の

質
疑
が
行
わ
れ
た
後
、
採
決
が
行

わ
れ
、
賛
成
少
数
で
本
議
案
は
否

決
す
べ
き
も
の
と
決
し
た
。

【
審
査
項
目
】

●
報
告
　
宇
治
市
人
材
育
成
計
画

に
つ
い
て

市
か
ら
次
の
と
お
り
説
明
が
行

わ
れ
た
。

地
方
分
権
の
本
格
化
に
伴
い
、

自
治
体
を
取
り
巻
く
諸
環
境
は
目

ま
ぐ
る
し
く
変
化
し
、
人
事
施
策

は
大
き
な
転
換
期
を
迎
え
て
お
り
、

こ
れ
ま
で
の
慣
行
、
意
識
、
行
動

を
払
拭
し
、
人
材
育
成
を
視
野
に

入
れ
た
施
策
が
重
要
で
あ
る
。
ま

た
職
員
の
年
齢
構
成
は
、
五
〇
歳

代
半
ば
の
団
塊
の
世
代
が
非
常
に

高
い
比
率
と
な
っ
て
お
り
、
管
理

職
の
大
多
数
が
占
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
課
題
に
的
確
に
対
応

す
る
た
め
に
は
、
職
員
全
体
の
資

質
の
向
上
を
図
り
、
持
て
る
能
力

を
最
大
限
に
発
揮
さ
せ
る
体
系

的
・
計
画
的
な
取
り
組
み
が
必
要

な
こ
と
か
ら
、
人
材
育
成
基
本
方

針
を
策
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
基
本
計
画
は
、
平
成
二
十

五
年
ま
で
の
十
年
間
の
期
間
で
、

「
人
事
制
度
の
改
革
」、「
職
員
研

修
の
改
革
」、「
職
場
風
土
の
改
革
」、

「
健
康
管
理
」
の
四
つ
の
柱
で
構

成
さ
れ
て
お
り
、
直
ち
に
実
施
す

る
こ
と
が
困
難
な
項
目
や
今
後
検

討
を
要
す
る
項
目
も
多
く
含
ま
れ

る
た
め
、
こ
れ
ら
の
実
効
性
を
高

め
る
た
め
に
、
本
年
度
中
に
実
施

計
画
を
策
定
す
る
予
定
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
委
員
か
ら
、
職
員

へ
の
周
知
や
健
康
管
理
面
で
の
メ

ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
、
現
行
の
研

修
制
度
な
ど
の
質
疑
が
行
わ
れ
た
。

商業施設に係る新たな条例制度を
＜賛成少数で否決＞

人材育成計画を策定
＜地方分権時代に対応できる優れた人材を育成＞

【
審
査
項
目
】

●
報
告
　
宇
治
妙
楽
地
内
の
マ
ン

シ
ョ
ン
建
設
に
つ
い
て

市
か
ら
次
の
と
お
り
説
明
が
行

わ
れ
た
。

宇
治
橋
通
り
の
駐
車
場
跡
地
に

九
階
建
て
の
マ
ン
シ
ョ
ン
建
設
計

画
が
あ
る
。
市
の
都
市
景
観
の
形

成
を
適
正
に
誘
導
す
る
た
め
の
施

策
と
し
て
、
都
市
景
観
条
例
に
基

づ
き
大
規
模
建
築
物
等
届
出
地
区

の
指
定
を
行
い
、
そ
の
誘
導
基
準

を
策
定
し
、
今
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
し
て
い
る
。

今
回
の
マ
ン
シ
ョ
ン
建
設
予
定

地
は
、
平
等
院
か
ら
直
線
距
離
で

約
四
百
五
十
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、

「
宇
治
の
シ
ン
ボ
ル
景
観
を
代
表

す
る
世
界
遺
産
か
ら
見
え
な
い
よ

う
に
努
め
る
」
と
さ
れ
て
い
る
地

区
で
あ
る
。
ま
た
平
等
院
の
東
方

に
は
宇
治
上
神
社
が
あ
り
、
そ
れ

ら
世
界
遺
産
か
ら
建
設
が
予
定
さ

れ
て
い
る
マ
ン
シ
ョ
ン
が
見
え
る

か
ど
う
か
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。

現
在
、
事
業
者
と
の
協
議
の
中
で

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
い
、
事

前
の
調
整
を
進
め
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
委
員
か
ら
、「
条

例
が
制
定
さ
れ
た
こ
れ
ま
で
の
経

過
を
十
分
考
慮
し
、
歴
史
的
景
観

を
守
る
た
め
最
大
限
努
力
を
し
て

も
ら
い
た
い
」、「
広
い
視
野
を
持

っ
て
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
っ

て
ほ
し
い
」
な
ど
の
要
望
が
出
さ

れ
た
。

【
審
査
項
目
】

●
議
案
第
四
十
八
号
　
宇
治
市
保

育
所
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
を
制
定
す
る
に
つ
い
て

市
か
ら
次
の
と
お
り
説
明
が
行

わ
れ
た
。

計
画
で
は
、
公
立
保
育
所
の
民
営

化
は
、
効
率
的
な
保
育
所
運
営
の

推
進
と
総
合
的
な
子
育
て
支
援
施

策
の
充
実
を
図
る
た
め
に
行
い
、

平
成
二
十
二
年
ま
で
に
数
カ
所
の

民
営
化
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
て

い
る
。

来
年
四
月
実
施
予
定
の
第
一
次

民
営
化
に
当
た
っ
て
の
条
件
と
し

て
、
保
育
所
運
営
の
安
全
性
・
継

続
性
を
確
保
す
る
た
め
、
市
内
で

保
育
所
運
営
の
実
績
の
あ
る
社
会

福
祉
法
人
を
移
管
先
と
し
、
土
地

を
無
償
貸
与
、
施
設
・
設
備
等
は

無
償
譲
渡
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

本
議
案
は
、
今
後
の
民
営
化
に

当
た
り
、
公
立
保
育
所
と
し
て
の

用
途
が
廃
止
さ
れ
、
社
会
福
祉
法

人
が
新
た
に
保
育
所
と
し
て
活
用

す
る
場
合
に
、
建
物
を
無
償
譲
渡

で
き
る
よ
う
に
し
、
安
定
的
・
継

続
的
な
移
行
を
確
保
す
る
た
め
、

条
例
の
一
部
改
正
を
提
案
す
る
も

の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
委
員
か
ら
は
、
民

営
化
す
る
理
由
、
引
継
ぎ
問
題
、

民
営
化
後
の
保
育
レ
ベ
ル
、
移
管

方
法
、
引
き
受
け
先
法
人
、
今
後

の
子
育
て
支
援
施
策
な
ど
に
つ
い

て
質
疑
が
行
わ
れ
た
。

そ
の
後
、
賛
成
多
数
で
本
議
案

は
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
た
。

世界遺産に配慮したマンション建設を
＜事前調整を十分に行う＞

保育所民営化後も安全性・継続性を確保
＜土地は無償貸与、建物は無償譲渡＞

年
金
改
悪
法
は
、
長
期
に
わ
た

っ
て
保
険
料
を
引
き
上
げ
る
と
同

時
に
年
金
の
給
付
を
連
続
的
に
引

き
下
げ
る
内
容
、
法
案
提
出
者
の

小
泉
内
閣
の
閣
僚
多
数
が
保
険
料

未
納
だ
っ
た
点
、
国
会
で
の
審
議

方
法
か
ら
、
民
主
政
治
が
認
め
る

こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
政
府
は
、
年
金
改
悪
法

の
実
施
を
中
止
し
、
す
べ
て
の
資

料
を
公
開
し
た
上
で
あ
ら
た
め
て

再
検
討
を
行
う
よ
う
強
く
求
め
る
。

年
金
改
悪
法
の
実
施
を
中
止
し
、

あ
ら
た
め
て
年
金
問
題
の
再
検

討
を
求
め
る
意
見
書

人
口
の
高
齢
化
が
急
速
に
進
む

わ
が
国
が
め
ざ
す
べ
き
社
会
の
姿

は
「
元
気
な
高
齢
者
が
多
い
社
会
」

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
介
護
保
険

施
行
後
、
軽
度
の
認
定
者
の
増
大

と
、
軽
度
の
人
ほ
ど
重
度
化
し
て

い
る
と
い
う
特
徴
が
み
ら
れ
る
。

介
護
保
険
制
度
は
施
行
後
五
年
を

目
途
に
見
直
し
が
行
わ
れ
る
が
、

高
齢
化
の
ピ
ー
ク
時
を
視
野
に
入

れ
、
介
護
予
防
対
策
の
更
な
る
拡

充
を
図
る
こ
と
を
強
く
要
望
す
る
。

介
護
予
防
対
策
の
拡
充
を

求
め
る
意
見
書

現
在
、
イ
ラ
ク
全
土
が
戦
場
化

し
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
の
有
志
連

合
の
国
々
も
イ
ラ
ク
か
ら
撤
退
を

始
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
な
か
小

泉
内
閣
は
武
力
行
使
を
伴
う
多
国

籍
軍
に
自
衛
隊
を
参
加
さ
せ
よ
う

と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
従
来
の

政
府
見
解
と
異
な
り
、
憲
法
上
か

ら
も
許
さ
れ
な
い
大
問
題
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
自
衛
隊
を
多
国
籍
軍
へ

参
加
さ
せ
ず
、
た
だ
ち
に
撤
退
さ

せ
る
よ
う
、
政
府
に
強
く
求
め
る
。

自
衛
隊
を
多
国
籍
軍
へ
参
加

さ
せ
ず
、
た
だ
ち
に
イ
ラ
ク

か
ら
撤
退
さ
せ
る
こ
と
を
求

め
る
意
見
書

介
護
保
険
制
度
の
見
直
し
に
当

た
っ
て
、
①
保
険
料
・
利
用
料
の

低
所
得
者
向
け
の
免
除
・
軽
減
制

度
の
整
備
、
②
介
護
給
付
費
へ
の

国
庫
負
担
を
二
分
の
一
に
引
き
上

げ
る
こ
と
、
③
地
域
で
安
心
し
て

暮
ら
せ
る
条
件
整
備
、
④
保
険

料
・
利
用
料
の
引
き
上
げ
や
介
護

施
設
に
お
け
る
給
食
費
等
の
自
己

負
担
を
導
入
し
な
い
こ
と
、
⑤
障

害
者
支
援
費
制
度
と
の
統
合
及
び

被
保
険
者
の
引
き
下
げ
を
行
わ
な

い
こ
と
、
を
政
府
に
要
請
す
る
。

介
護
保
険
の
改
善
を

求
め
る
意
見
書

わ
が
国
で
開
催
さ
れ
る
各
種
イ

ベ
ン
ト
の
事
業
規
模
は
国
内
総
生

産
の
約
一
％
に
相
当
し
、
会
場
で

は
多
く
の
ご
み
が
出
さ
れ
環
境
に

大
き
な
負
荷
を
与
え
て
い
る
。
今

後
、
国
が
主
催
す
る
行
事
や
全
国

の
各
種
イ
ベ
ン
ト
に
お
い
て
、
省

資
源
・
省
エ
ネ
の
推
進
、
ご
み
の

発
生
を
抑
え
る
仕
組
み
づ
く
り
が

重
要
で
あ
る
。
よ
っ
て
国
及
び
政

府
に
対
し
右
記
の
法
案
の
早
期
制

定
を
強
く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

各
種
イ
ベ
ン
ト
に
お
け
る

「
ご
み
ゼ
ロ
・
省
エ
ネ
化
促

進
法
案
（
仮
称
）」
の
早
期

制
定
を
求
め
る
意
見
書

今
年
度
の
国
の
予
算
編
成
は
地

方
一
般
財
源
の
大
幅
な
削
減
が
行

わ
れ
た
が
、
地
方
公
共
団
体
の
行

財
政
運
営
の
実
情
を
踏
ま
え
た
も

の
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
本
市
の
行

財
政
運
営
に
致
命
的
な
打
撃
を
与

え
、
市
民
生
活
及
び
地
域
経
済
に

多
大
な
影
響
を
も
た
ら
す
事
態
を

招
来
し
て
い
る
。
政
府
及
び
国
会

に
お
い
て
は
二
年
目
を
迎
え
る
三

位
一
体
改
革
が
地
方
分
権
の
理
念

に
基
づ
い
た
真
の
地
方
分
権
改
革

と
な
る
よ
う
強
く
要
望
す
る
。

地
方
分
権
を
確
立
す
る
た

め
の
真
の
三
位
一
体
改
革

の
実
現
を
求
め
る
意
見
書

（要旨）
国会及び政府関係機関に

送付しました。意�見�書�

職
場
風
景

▼

宇
治
橋
か
ら
の
風
景

▼


